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分野 窓口

事業主の方への支援 商工会議所 0946-22-3835

商工会 0946-52-0021

指定金融機関

中小企業団体中央会(組合関係) 092-622-8780

事業主の方への支援 商工会議所 0946-22-3835

商工会 0946-52-0021

中小企業団体中央会(組合関係) 092-622-8780

取扱金融機関

支援情報
（平成３０年７月６日からの大雨による事業者向け支援情報）

平成30年7月豪雨により被災した中小企業者を対象として、福岡県中小企業振興資金融資制度に基づ
き緊急特別融資を行います。
〇融資対象
被災中小企業(市町村等が発行する罹災証明書又は被災証明書が必要)
〇資金使途
復旧に要する設備・運転資金
〇融資限度額
3,000万円（既存の融資限度額1億円と別に借入可能）
〇融資利率
0.9％（現行1.3％）
〇保証料率
0％（現行0.25～1.62％）
〇融資期間
10年以内(据置2年以内)
〇担保
必要に応じて徴求
〇保証人
法人は代表者のみ、個人は不要
〇受付機関
商工会議所、商工会、指定金融機関、中小企業団体中央会(組合関係)
〇実施期間
2018年8月3日(金)～2019年9月30日(月)
※いずれも保証協会受付日を基準とします。

支援内容 電話番号

平成30年7月5日からの大雨災害について、福岡県中小企業振興資金融資制度要綱に規定する風水害
に指定し、
被災中小企業を融資の対象として取り扱うこととしました。
〇融資対象
被災中小企業(市町村等が発行する罹災証明書又は被災証明書が必要)
〇資金使途
事業資金(運転・設備)
〇融資限度額
1億円
〇融資利率
1.30%
〇保証料率
0.25～1.62％
〇融資期間
10年以内(据置2年以内)
〇担保
必要に応じて徴求
〇保証人
原則として、法人は代表者のみ、個人は不要
〇受付機関
商工会議所、商工会、中央会(組合関係)、取扱金融機関
〇実施期間
2018年7月5日(木)～2019年3月29日(金)
※いずれも保証協会受付日を基準とします。
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分野 窓口支援内容 電話番号
福岡県信用保証協会保証統括
部
福岡県信用保証協会久留米支
所

セーフティネット保証4号の概要
1 制度概要

○

2 災害の指定基準
①

② 災害救助法が適用された災害及び地域
3 対象中小企業者

① 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
②

4 内容(保証条件)
① 対象資金：経営安定資金
② 保証割合：100％保証
③ 保証限度額：無担保8,000万円、普通２億円（別枠）
④ 保証人：原則第三者保証人は不要

事業主の方への支援

自然災害等の突発的事由（噴火、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じてい
る中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額と
は別枠で保証（100％保証）を行う制度。

災害の発生に基因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害を受け、
又は受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として
指定する必要があると認めるとき

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前
年同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前
年同期に比して20％以上減少することが見込まれること。（売上高等の減少について、市区
町村長の認定が必要）

福岡県内中小企業の経済活動への影響が見込まれるとして、福岡県信用保証協会が一般保証とは別
枠の限度額で融資額の100％を保証するセーフティネット保証4号地域に朝倉市が指定されました(地
域指定期間:平成30年10月12日(金)～平成31年4月11日(木)となっていましたが、令和元年7月11日
（木）まで延長となりました。)

0942-38-1022

0120-112-249

【一般保証限度額】
普通保証2億円以内

無担保保証8,000万円以内
特別小口保険1,250万円

＋
【別枠保証限度額】

普通保証2億円以内
無担保保証8,000万円以内
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